
失
踪
や
法
外
な
手
数
料
の
問
題
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
人
権
侵
害
と
批
判
さ
れ

て
き
た
外
国
人
技
能
実
習
制
度
。
後
継
と

な
る
新
制
度
「
就
労
育
成
」
を
創
設
す
る

法
律
が
６
月
１
４
日
に
成
立
し
、
技
能
実

習
は
移
行
期
間
を
含
め
、
２
０
３
０
年
ご

ろ
ま
で
に
廃
止
さ
れ
る
見
通
し
だ
。

と
こ
ろ
が
、
５
月
末
に
経
済
協
力
開
発

機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
が
公
表
し
た
報
告
書

は
、
技
能
実
習
に
も
「
維
持
す
べ
き
機
能

が
あ
る
」
と
評
価
し
た
。
評
価
が
悪
い
と

さ
れ
て
き
た
制
度
だ
が
、
な
ぜ
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

は
一
定
の
評
価
を
し
て
い
る
の
か
。

低
賃
金
、
不
当
解
雇
、
強
制
帰
国
、
セ

ク
ハ
ラ
、
暴
力
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
妊
娠
・
出

産
問
題
等
、
劣
悪
な
職
場
環
境
に
耐
え
切

れ
な
く
な
っ
た
実
習
生
が
失
踪
す
る
こ
と

で
国
際
社
会
か
ら
「
奴
隷
制
度
」
「
人
身

売
買
」
と
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
一
つ
が
、
米
国
務
省
の
人
身
取
引

報
告
書
だ
。
０
１
年
か
ら
毎
年
、
各
国
の

対
策
を
評
価
し
、
技
能
実
習
に
は
労
働
搾

取
の
側
面
が
あ
る
と
指
摘
、
２
３
年
の
報

告
書
で
は
、
日
本
は
４
段
階
の
う
ち
評
価

が
高
い
方
か
ら
２
番
目
の
「
対
策
不
十
分
」

と
さ
れ
た
。

「
人
身
売
買
は
不
当
」

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
都
内
で
開
催
し
た
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
、
外
国
人
移
民
政
策
ア
ナ
リ
ス

ト
は
こ
う
答
え
た
。
「
他
国
に
も
同
じ
よ

う
な
問
題
は
存
在
し
、
日
本
だ
け
が
例
外

と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
改
善
の
余

地
は
あ
る
が
「
人
身
売
買
」
と
い
う
批
判

は
当
た
ら
な
い
。
他
国
も
同
じ
問
題
に
直

面
し
て
い
る
」
と
分
析
し
た
。

入
国
前
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
へ
の
高
額
な
手

数
料
要
求
も
他
国
で
も
共
通
し
て
見
ら
れ

る
問
題
で
あ
り
、
転
籍
制
限
も
各
国
で
存

在
す
る
。

一
方
で
技
能
実
習
生
の
失
踪
率
は
３
％

以
下
だ
が
、
韓
国
の
１
９
％
、
イ
ス
ラ
エ

ル
の
１
８
％
に
比
べ
て
低
か
っ
た
。

外
国
人
技
能
実
習
機
構
や
監
理
団
体
、

技
能
実
習
生
に
と
っ
て
わ
か
り
に
く
い
と

い
う
難
点
は
あ
る
が
、
支
援
の
仕
組
み
自

体
は
「
維
持
す
べ
き
」
と
評
価
し
た
。

今
国
会
で
改
正
法
案
が
成
立
し
た
こ
と

で
、
法
案
で
は
「
準
備
行
為
に
係
わ
る
部

分
を
除
き
」
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

３
年
を
超
え
な
い
範
囲
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

監
理
団
体
（
監
理
支
援
機
関
）
の
要
件

等
も
改
め
ら
れ
、
周
知
や
準
備
期
間
な
ど

も
あ
る
た
め
、
３
年
後
（
２
０
２
７
年
）

の
施
行
が
目
処
と
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

２
０
２
７
年
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
許

可
は
現
制
度
の
許
可
と
思
わ
れ
ま
す
。

従
い
ま
し
て
、
施
行
日
か
ら
約
３
年
間
は

現
制
度
と
新
制
度
の
両
制
度
を
運
用
す
る

こ
と
に
な
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
３
年
間
に
現
在
の
移
行
業

種
で
新
制
度
上
で
は
移
行
で
き
な
い
業
種

の
追
加
の
調
整
が
進
め
ら
れ
て
い
く
も
の

と
み
ら
れ
ま
す
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）

の
本
部
は
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
に
置
か
れ
て

お
り
ま
す
。

第
２
次
世
界
大
戦
後
、
米
国
の
マ
ー
シ
ャ

ル
国
務
長
官
は
経
済
的
に
混
乱
状
態
で
あ
っ

た
欧
州
各
国
を
救
済
す
べ
き
と
の
提
案
を

行
い
、
「
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
」
を
発
表

し
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
欧

州
１
６
か
国
で
、
１
９
４
８
年
４
月
に
、

Ｏ
Ｅ
Ｅ
Ｃ
（
欧
州
経
済
協
力
機
構
）
が
発

足
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
前

身
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
後
、
欧
州
経
済

の
復
興
に
伴
い
、
１
９
６
１
年
９
月
に
、

Ｏ
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
国
に
米
国
と
カ
ナ
ダ
が
加

わ
り
新
た
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
発
足
し
ま
し

た
。
日
本
は
、
１
９
６
４
年
に
加
入
国
と

な
り
ま
し
た
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
目
的
・
活
動
は
、
先
進
国

の
自
由
な
意
見
交
換
・
情
報
交
換
を
通
じ

て
、
①
経
済
成
長

②
貿
易
自
由
化

③

途
上
国
支
援
（
こ
れ
を
「
３
大
目
的
」
と

い
い
ま
す
）
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
お
り
ま
す
。

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
（
２
２
か
国
）
以
外
で
は
、

日
本
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
。
カ
ナ
ダ
、

メ
キ
シ
コ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
イ
ス
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、

ト
ル
コ
、
韓
国
、
チ
リ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
ス
タ
リ
カ
と
な
り
ま
す
。

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
が
６
月
２
５
日

か
ら
始
ま
る
。
現
在
の
全
国
平
均
時
給
は
、

１
０
０
４
円
。
２
３
年
度
に
目
標
と
し
て

き
た
千
円
に
初
め
て
到
着
し
、
岸
田
首
相

は
昨
年
８
月
末
、
「
３
０
年
代
半
ば
ま
で

に
１
５
０
０
円
」
と
す
る
新
目
標
を
表
明
。

今
月
に
入
り
「
骨
太
方
針
」
で
は
、
前
倒

し
達
成
を
目
指
す
と
明
記
し
た
。

第34－7号 東日本中小企業経友会事業協同組合 2024年7月1日

東
日
本
経
友
会
通
信

日
本
の「
技
能
実
習
制
度
」意
外
な
評
価

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
は

「
育
成
就
労
法
」施
行
時
期
に
つ
い
て

現
制
度
上
で
の
受
入
れ
は
い
つ
ま
で

「
最
低
賃
金
」引
き
上
げ
目
安
、協
議
始
ま
る


